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施策５－①
地域共生社会づくりの推進

ソーシャルインクルージョンの考え方に基づき、多様な団体や関係機関等が地域の中で互いに支え合い、地域をともに創っていく地域共生社会の構築が進んでいます。

施策の現状と課題（前期基本計画） 方向性１　地域で支え合う仕組みづくり

◦核家族世帯の増加とともに、ひとり親世帯や単身世帯等、家族形態が多様化して
きている一方、地域住民同士のつながりによる日常的な支え合いや見守り等の機
能が低下してきていることから、社会からの孤立や生活困窮、生きづらさを背景とし
た不安やひきこもり、8050問題等の多様かつ複合的な地域生活課題への対応が
求められています。地域福祉の推進のため、包括的な支援体制の構築を進めるとと
もに、相互に支え合うことを通じて、多様性を認め合い、子どもから高齢者まで、障が
いの有無によらず誰もが安心して生きがいをもってともに暮らせる地域共生社会の
構築を進めていく必要があります。
◦増加・多様化する相談ニーズに円滑に対応するため、多職種連携を基盤とした相
談機能の充実を図る必要があります。また、複合的な課題や地域課題の解決力の
向上を図るため、相談支援包括推進員やコミュニティソーシャルワーカーを社会福
祉協議会等に配置していますが、難病を抱える人や高齢者、障がい者、外国人等の
支援を必要としている人や制度の谷間にある人も含めて全ての人が相談できる包
括的な支援体制の更なる構築を進めていく必要があります。
◦地域福祉の担い手となる人材の確保及び育成を行うため、各種講座等を開催し
ていますが、地域における支え合いを進めるためには、地域にいる人材を発掘し、活
動につなげていく必要があります。また、民生委員・児童委員の欠員については、改
善の方向に向かってはいますが、成り手不足は依然として続いており、民生委員・児
童委員の確保のため、支援体制等を検討する必要があります。

地域における重層的なセーフティネットを確保するため、地域住民同士のケア等、多様な主
体が互いに協力し、支援を必要とする人が地域社会の中で必要な支援が受けられる仕組
みの構築を図ります。また、ボランティア人材等の地域福祉の担い手の発掘・育成を支援し
ていくとともに、活動が過重な負担とならずに、継続して行うことができるよう必要な支援を
図ることで人材の確保を図ります。

現状 課題
・全国的な少子化が深刻化する中、狛江市における合計特殊出生率は、近年ほぼ一貫して
全国水準、都水準を下回って推移していることから、年少人口・生産年齢人口が減少し続
ける一方、令和32年までは高齢者人口が増加することが推計されており、生産年齢人口
の減少と超高齢社会に対処するべく重要な転換期を迎えています。（福祉政策課）
・超高齢化や単身世帯の増加が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支
え合いの基盤が弱まってきています。暮らしにおける人と人とのつながりが弱まる中、孤独・
社会的孤立の問題が深刻化するおそれがあります。（福祉政策課）
・人生100年時代及び生産年齢人口の減少社会を迎え、「地域を支えるのは若い世代で
あり、高齢者は支えられる世代である」という固定観念を払しょくし、「全世代で地域社会を
支え、また、地域社会は全世代を支える」との考え方に転換し、人と人、人と社会がつなが
り、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、喜びや悲しみを分かち合い、助け合いながら暮ら
せる包摂的な社会の実現が必要となっています。（福祉政策課）
・市では、地域包括支援センターの設置単位となっている日常生活圏域ごとに平成30年
度から段階的にコミュニティソーシャルワーカー（以下「CSW」といいます。）を配置し、複雑
化・複合化した課題への対応を進めるとともに、福祉カレッジを開校し、地域福祉人材の育
成を進めてまいりました。（福祉政策課）
・令和４年度から地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、重層
的支援体制整備事業を開始しました。（福祉政策課）
・令和４年度からは福祉カレッジの卒業生を中心に日常生活圏域ごとに福祉のまちづくり
委員会を設置し、CSWが把握した地域生活課題の解決に向けた協議を行うとともに、課
題解決に向けた取組を進めています。また、同年から福祉のまちづくり協議委員会を設置
し、福祉のまちづくり委員会で解決できない課題について協議を行うとともに、地域アセス
メントを行い、アセスメント結果を福祉のまちづくり委員会に共有しています。（福祉政策
課）
・令和５年３月に多世代・多機能型交流拠点ふらっとなんぶを設置し、対象者を限定するこ
となく、子どもから高齢者まで市民誰もがいつでも気軽に立ち寄ることのできる交流の場を
提供し、市民同士の交流を進めています。（福祉施策課）

・市民同士の関係性を再構築することにより、人生における様々な困難に直面した場合で
も、市民誰もが役割を持ち、お互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合うことで、そ
の人らしい生活を送ることができるような地域社会としていくことが求められています。（福
祉政策課）
・市で生活する一人ひとりが地域生活課題に対し、自分自身の問題として受け止め、市、市
民及び事業者が連携・協働して、解決に向けてみんなで支え合う地域づくりを進める必要
があります。（福祉政策課）
・社会的孤立を防ぎ、不安や孤独感を抱えた人が悩みを分かち合い、相談できる「誰一人
取り残さない地域づくり」を進めるに当たっては、多世代・多機能型交流拠点を住民の身近
な地域に設置し、社会的に孤立している方も含め誰もが気軽に立ち寄り、他者との交流を
通じて誰もが悩みを共有し、支え合える環境を地域に創り出す必要があります。（福祉政策
課）
・地域コミュニティを支える担い手を生み出し、その人材が次代の担い手を育てる人材の好
循環を実現し、持続可能な地域を創出する必要があります。（福祉政策課）
・地域づくりに当たっては、アフターコロナの視点からリアルとオンライン双方の強みを活か
し、人と人とのつながりを強め、市民同士が「つながり」を実感できる地域づくりを目指す必
要があります。（福祉政策課）

参考指標

・福祉のまちづくり委員会の設置数（地区）
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市で捉えている現状と課題を記載しています。
会議では、
①次期計画に記載すべきと思われる項目
②委員の皆様が現状・課題と感じている項目
③記載はないが、現状・課題として捉えるべき項目
についてご発言いただければと思います。


